
（様式１） 

（様式１）予備検討結果報告書 

 

事業担当課・室 教育施設課企画調整班 

導入検討対象事業の名称 
特別支援学校整備事業 

（松戸特別支援学校の増築） 

１．事業の概要 

 

(1)用途・目的等 

障害のある幼児児童生徒に対して、小学校、中学校及び高

等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生

活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける

こと目的とする学校である。  

松戸特別支援学校の児童生徒数増に伴う教室不足への対応

として、校舎棟を増設し、教室を確保する。 

(2)整備予定場所 松戸市栗ヶ沢７８４－１７ 

(3)施設規模 鉄骨造２階建て 約 3,220 ㎡ 

(4)施設稼動期間 ‐ 年 

(5)県民の利用の有無 有り ・  無し    

(6)利用料金等の徴収 有り ・  無し    

(7)費用調達手段 国庫 14％ 起債 74％ 一財 12％ 

(8)契約予定時期 令和７年度 

(9)建設・整備期間 令和７年度から令和 10 年度 

(10)供用開始予定時期 令和 10 年度 

２．導入検討対象事業の要件 

 (1)施設の種類（※1） 建築物 

(2)事業規模（※2） ●●千円 施設整備費（設計費＋建設費） 

(3)その他特記事項 

(1)及び(2)に該当しない事業を候補

とする場合の理由等 

 

３．予備検討結果 

 (1)ＰＦＩの適性確認 ○設計から建設、維持管理等の業務は、民間事業者に委託で

きる事業であるが、学校教育に係る運営については、学校教

育法第5条により、設置者自らが行うこととされているため委託

できない。 

〇補助金適用面においては、PFI を導入したとしても、国庫補助

の適用が可能である。 

○学校教育法による制限の他には、法制度面での支障はなく、



その点では PFI の適正がないとは言えない。 

○類似事業の過去の導入検討では、従来手法での整備が妥当

という結果が出されており、PFI 適性があるとは言えない事業

である。 

○一部でも設備整備等に着手している事業は、民間事業者のノ

ウハウや創意工夫を活用する余地がないため、PFI 適性がな

いが、本事業は施設整備等に着手していない事業のため、そ

の点では PFI 適性がないとは言えない。 

 

類似事業での過去の導入検討において従来手法での整備が

妥当との結果が出されており、PFI 適性があるとは言えない事業

である。 

(2)定量的確認結果概要 VFM（1.8 億円 5．7％） 

(3)定性的確認結果概要 ○設計については、既存施設を活用しながら必要な機能を整備

していくため制約が多くなる。そのため民間事業者のノウハウ

や創意工夫を活用する余地は小さい。 

○維持管理業務については、一括発注することにより、各業務

間の連携・整合性の向上及び業務の効率化が図られるが、運

営を委託できないため、その効果は小さい。 

○修繕等については、個別業務発注の事務手続きを要さず、

PFI 事業者の判断で迅速な対応をとることが可能となる。 

○学校教育に係る運営については、学校教育法により設置者自

らが行うこととされているため、委託できず、民間事業者のノウ

ハウや創意工夫を活用する余地はなく、公共サービスの向上

は見込めない。 

 

以上により、維持管理業務において一定の効率化は見込まれる

ものの設計の制約がある上、民間事業者のノウハウや創意工夫

を最も期待される学校教育に係る運営については委託できず、

公共サービスの向上はほとんど見込まれないことから、定性的効

果は小さい。 

事業担当課における検討結果 

予備検討結果等により、PFI 適性があるとは言えず、定量的・定

性的にも効果が小さいことから、従来手法による整備が妥当であ

る。 

※１ 「建築物」、「プラント」、「利用料金徴収施設」のいずれかを記入 

※２ 「施設整備費（設計費＋建設費）」又は「単年度の維持管理費・運営費」のいずれかとその金額を記入 


